
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
か
ら
の

お
知
ら
せ

●
10
月
1
日
か
ら
、後
期
高
齢
者
（
75
歳
以
上
）

で
一
定
以
上
の
所
得
の
あ
る
方
は
、
現
役
並
み

所
得
者
（
窓
口
負
担
割
合
3
割
）
を
除
き
、
医

療
費
の
窓
口
負
担
割
合
が
2
割
に
な
り
ま
す
●

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
基
本
的
に
1
割

負
担
と
な
り
ま
す
●
見
直
し
の
背
景
や
、
負
担

を
抑
え
る
配
慮
措
置
に
つ
い
て
の
ご
質
問
な
ど

は
、
厚
生
労
働
省
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
（
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
は
3
月

31
日
㈭
ま
で
）

I
厚
生
労
働
省
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー　

J
0
1
2

0

 

(002) 

7
1
9　

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合　

J
011 

(290)
5
6
0
1　

市
保
険
年
金
課　

J
(32)
6
4
1
4

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

①
国
民
健
康
保
険
へ
の
届
出
を
お
忘
れ
な
く

C
職
場
の
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
て
い
る
方
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い

る
方
を
除
く
全
て
の
市
民　

※
各
手
続
き
に
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
身
分
証
明
書
の
提
示
が
必
要
。

ま
た
、
代
理
人
が
手
続
き
を
す
る
場
合
は
委
任

状
が
必
要

※
左
記
の
よ
う
な
と
き
は
、
14
日
以
内
に
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い

こんなとき 届出に必要なもの
職場の健康保険をや
めたとき

職場の健康保険をやめた
ことの証明書

転入したとき 前年の収入が分かるもの
国保加入者が転出や
転居をしたとき 国保の保険証

国保加入者が職場の
健康保険に加入した
とき

国保と職場の健康保険の
保険証（世帯全員分）

国保加入者が進学な
どで転出したとき

国保の保険証、在学証明書
（入学前は合格通知書また
は入学許可書）、在園証明
書（施設入所者の場合）

※ 国保の資格は健康保険の喪失（脱退）日や転入日な
どから取得し、その月の分から保険税がかかります。
手続きが遅れた場合、さかのぼって保険税の支払い
義務が発生しますのでご注意ください

②
国
保
税
の
支
払
い
が
困
難
に
な
っ
た
ら
早
急

に
相
談
を

そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
い
て
、
国
保
税
の
未
納
が

積
み
重
な
り
、
納
税
相
談
に
も
応
じ
な
い
な
ど

の
世
帯
に
は
、
や
む
を
得
ず
財
産
の
差
し
押
さ

え
や
、
保
険
証
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
国
保
税
を
支
払
え
な
い
事
情
が
で
き
た

と
き
は
、
早
急
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

I
①
保
険
年
金
課　

J
(32)
6
4
1
8　

②
納
税
課　

J
(32)
6
2
7
4

障
害
年
金
を
ご
存
じ
で
す
か

障
害
年
金
は
、
病
気
や
け
が
に
よ
っ
て
生
活
や

仕
事
な
ど
が
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合

に
、
現
役
世
代
の
方
も
含
め
て
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
る
年
金
で
す
。
病
気
や
け
が
で
初
め
て

医
師
の
診
療
を
受
け
た
と
き
（
初
診
日
）
に
国

民
年
金
に
加
入
し
て
い
た
場
合
は
「
障
害
基

礎
年
金
」、
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
た
場
合

は
「
障
害
厚
生
年
金
」
が
請
求
で
き
ま
す
。
な

お
、
障
害
年
金
を
受
け
取
る
に
は
、
障
が
い
の

程
度
が
一
定
の
基
準
以
上
の
状
態
に
あ
る
こ
と

や
、
年
金
保
険
料
を
一
定
の
期
間
納
付
し
て
い

る
こ
と
な
ど
の
受
給
要
件
が
あ
り
ま
す
。
初
診

日
が
厚
生
年
金
加
入
期
間
中
に
あ
る
場
合
は
年

金
事
務
所
に
ご
相
談
く
だ
さ
い　

※
初
診
日
が

65
歳
以
降
で
の
病
気
や
け
が
で
は
障
害
基
礎
年

金
は
受
給
で
き
ま
せ
ん

I
市
保
険
年
金
課　

J
(32)
6
4
2
9

苫
小
牧
年
金
事
務
所　

J
(56)
9
0
0
1

確
定
申
告
書
は
自
分
で

作
成
し
て
お
早
め
に
！

令
和
3
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
、
贈
与
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
は
3

月
15
日
㈫
、
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
（
個

人
事
業
者
）
の
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
は
3

3
月
2
日
㈬
、
3
日
㈭
は
ひ
な
ま
つ
り
イ
ベ
ン
ト
。
保
護
者
同
伴
で
小
学
生
以
下
2
人
ま
で
無
料　

B
浴
場
組
合
加
盟
5
浴
場　

I
環
境
生
活
課　

J
(32)
6
3
3
3

北海道警察官
採用試験情報

I苫小牧警察署J（35）0110
　市市民生活課J（32）6287

受付期間 3月1日㈫～4月1日㈮

受験年齢 平成2年4月2日～平成17年4月1
日に生まれた方（高校生を除く）

一次試験 5月8日㈰

試験会場 苫小牧警察署　ほか

広報とまこまい  令和4（2022）年・3月 16

広告

　　　　J電話番号　Kファクス　MEメールアドレス
市役所のHPアドレス、住所、連絡先などは
30ページをご覧ください。


